
2025(令和7)年度「国民健康保険」に関するアンケート

区市町村名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当部課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名　　　　　　　　　　　
※ 直接連絡を取る場合の連絡方法をご記入ください。
① 電　話（　　　　　　　　　　　　　　　　　内線　　　　　　　　　　）

② ＦＡＸ（　　　　　　　　　　　　　　　　）
③ メール（　　　　　　　　　　　　　　　　）
貴自治体の全世帯数＜2025（令和7）年６月１日現在＞

※ ６月１日現在の統計数がない場合は、直近の統計数をご記入してください。
2025（令和7）年　　　月　　　　日現在

　世帯数　　　　　　　　 　世帯　総人口　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　うち75歳以上 　　　　　　　　　　　　 人
１．国民健康保険加入状況＜2025(令和7)年度の国保料(税)賦課について＞
１）国保料（税）　賦課の本算定日　　　2025（令和7）年　　　　月　　　　　日
２）賦課期日現在の国保加入状況について
① 国民健康保険・加入世帯数　　　　　　　　世帯　人数　　　 　　　　　　人
② 所得割が賦課されている世帯数　　　　　　　　　 　　 　　　　  　 　世帯
③ 所得割が賦課されている世帯の内住民税非課税世帯数　　　　　　　　世帯
④ 均等割・平等割のみの世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯

⑤ ７割軽減の世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　世帯
⑥ ５割軽減の世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　世帯
⑦ ２割軽減の世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　世帯
　※ ６割、４割軽減の自治体は、⑥７割を６割に、⑦５割を４割と読み替えてください。
⑧ ０歳から１８歳までの国保加入人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
※　賦課期日現在で把握していない場合は、2024年度の国保実態調査に基づく被保険者数
２．国民健康保険料(税)の収納状況等
※ 2024（令和6）年度国保会計決算時の数字をご記入してください
	年　　度
	全被保険者･現年度分(％)
	全被保険者・滞納繰越分(％)
	合　計（％）

	2024(令和6)年度
	
	
	


３．国保特別会計の繰入の内訳をお聞きします。
①国保特別会計の歳入合計と内訳について金額をご記入ください。（単位・千円）
※　各項目の合計が「歳入合計」と一致するようにご記入ください
　　歳入合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
　「保険料（税）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「保険給付費等交付金普通交付金」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「保険給付費等交付金特別交付金」
（都道府県繰入金、特別調整交付金、特定健診等）　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「一般会計法定繰入」
（職員給与費等、基盤安定制度、出産一時金、財政安定化支援）　　　　　　　　（千円）
「決算補填等目的の一般会計法定外繰入」　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「決算補填等目的以外の一般会計法定外繰入」　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「保険給付費等交付金以外の都支出金」　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
「市町村国保財政安定化基金等の基金からの繰入金」　　　　　　　　　　　　（千円）
「その他」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
②基金の残高について（単位・千円）
※ 国保会計に基金が無ければ「なし」、在れば「名称と残高」をご記入下さい

[image: image1]
４．滞納状況など＜資格喪失者を含まない ２025（令和7）年６月１日現在＞
１）国保料(税)滞納世帯数　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　世帯
２）上記滞納世帯数の内１８歳までの子どものいる世帯数　　　　　　　　　世帯
３）国保の特別療養費の支給件数

　　　　　　　　　　　世帯
４）特別療養費の支給についての質問です。
①対象となる方が給付通知はどの時点で出される予定ですか。保健医療機関等との関係調整はどのようにする予定ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
②また、納付相談をできるようにどのような設定していますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５）厚労省より令和7年10月17日付の事務連絡「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置に関する取扱いについて（周知）」について東京都からの周知はありましたか。
　　　　　　　　・ ある　　　　・ ない　　　・わからない
６）上記事務連絡にある医療機関に対する医療費の一時支払いが困難である旨の申し出などが行われた際、自治体の判断により特別療養費の支給に代えて療養の給付を行うことができるとありますが、貴自治体ではどのような対応を予定していますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．国保料(税)の滞納対策について
① 財産差し押さえの件数と内訳
	期　　　間
	延べ件数
	預貯金件数
	保険件数
	不動産件数
	動産件数
	その他件数

	2023(令和5)4月1日～
2024(令和6)3月31日
	
	
	
	
	
	

	2024(令和6)4月1日～
2025(令和7)3月31日
	
	
	
	
	
	


2 差押え合計金額と換価の件数・金額など
	期　　　間
	差し押さえ
	換価
	換価金額(円)
	滞納処分の執行停止
	不納欠損処分

	
	合計金額(円)
	件数
	
	件数
	金額(円)
	件数
	金額(円)

	2023(令和5)4月1日～
2024(令和6)3月31日
	
	
	
	
	
	
	

	2024(令和6)4月1日～
2025(令和7)3月31日
	
	
	
	
	
	
	


3  財産調査<2024(令和6)年度>の実施について

　・ していない　　　・ 実施した（件数　　　　　件）
④ 預貯金口座の差押にあたり、その口座が「給与・年金・公金受取」の口座になっているのか、事前確認調査を実施していますか？
　・ している　　　・ していない　
4  国保料（税）の収納対策の専門部署はありますか

　　　・ ない　　　　・ ある（部署名　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　）
⑥ 国保料（税）決定通知書の発送日　　　　　月　　　　日
⑦　時効等で不納欠損処理された金額は次年度国保料（税）に上乗せされることがありますか？
 　　　　　　　　・ ある　　　　・ ない　
⑧ 決定通知発送日から現在までの国保加入者からの問合せ

来庁者　　　　人、　電話問合せ　　　　件、　メール　　　　件、　その他　　　件
⑨ 問合せ内容（具体的にご記入ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．減免制度について
① 子どもの国保料（税）（医療分・後期支援分の均等割額）の貴自治体独自の減免制度について　
　　　　　　　　・ ある　　　　　・ ない　　

対象世帯　　子どもの人数　　　　人以上　　　子どもの年齢　　　　歳まで

減免世帯数　　　　　　　　　　世帯

対象となる条件（例：世帯所得など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
② 国保法44条に基づく一部負担金の減免の制度について
※ 都の医療費公費負担事業（マル乳、マル子など）、都の難病患者支援制度は含みません。
　・ ある　（・条例　・条例以外の場合は具体的に　　　　　　　　　　　　　　）
　　　・ ない　
　・ 2024（令和6）年度中に減免申請した延べ世帯数　（　　　　　　　　　　　　世帯）
・ 2024（令和6）年度中に申請により減免された延べ世帯数　（　　　　　　　　世帯）
③ 国保法77条に基づく国保料（税）の減免の制度について
「法定２割軽減摘要世帯のうち、申請により３割軽減を行う」（大阪市）、「就学援助等を受けた場合に保険料の減免」（静岡市、春日井市）、「市民税が非課税世帯は所得割額を賦課しない」（横須賀市）、「元々所得が少ない世帯で保険税を負担すると生活保護基準以下になる場合に減免」（山形市）など独自に国保料（税）の減免制度を実施している自治体があります。
■ 貴自治体でこのような制度を実施していますか。
国制度に上乗せした自治体独自の軽減制度について　　　・　ある　　　　・　ない　
ある場合は具体的な制度内容のご記入をお願いします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	減免理由
	災害
	疾病
	収入(所得)減少
	失業
	生活困窮
	東日本
大震災
	旧被扶養者減免
	収監

	減免件数
	
	
	
	
	
	
	
	

	減免金額
	
	
	
	
	
	
	
	


※　件数がゼロでも、該当する項目がある場合には、「０」印を記入してください。
・2024（令和6）年度に減免の申請した延べ世帯数　　　　（　　　　　　　　　　世帯）
・2024（令和6）年度に申請により減免された延べ世帯数　（　　　　　　　　　　世帯）
７．国保の健康診査について

① 健康診査の自己負担はありますか　　・ ない　　　・ ある（負担額　　　　円）

② 昨年度の健康診査の受診率について 　2024（令和6）年度実績　　　　　　　％
③ 人間ドックへの助成制度　　・ ない　　　・ ある（補助限度額　　　　　　　円）
８．マイナンバー法の改定により従来の保険証が廃止となったことについてお尋ねします。
マイナンバーカードに紐づけられた「公金受取口座」は、差押えの対象口座になりますか？　 
　・ 対象になる　　　・ 対象にならない　
ご協力ありがとうございました。
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